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◎主要事業の位置付け

◎記載内容

○「事業概要」事業の目的や内容を簡潔にまとめて記載しています。

○「事業期間」

○「担当部署」

　作成時点の担当部署を記載しているため、機構改革があった場合など、年度ごとに担当
部署の名称が変わる場合があります。

　まち・ひと・しごと創生田子町総合戦略では、当町におけるまち・ひと・しごと創生に向け、
令和2～６年度の5年間における政策の基本目標を定めるとともに、具体的な施策を掲げて
います。
　この主要施策一覧は、これからの施策に基づき取り組んでいく主要な事業を整理したもの
であり、総合戦略の付属資料として、毎年度の進行管理にあわせて更新を図ります。

　総合戦略の計画期間（令和２～６年度）における実施期間を記載しています。
　そのため、令和元年度以前からの継続事業であっても、始期は令和２年度とし、計画期
間後に継続することが明らかな場合であっても、終期は令和６年度としています。



基本目標①　魅力あふれるしごとづくり
【施策１】農林畜産業の振興

個別
施策

農地利用促進対策事業
遊休農地の解消を図るため、雑草や雑木の除去・深耕・整地の再生作業、肥料・有機資材の投入による土壌改良等に係る
経費に対して支援を行うとともに、担い手農業者等へ農地情報の提供を行う。

R2～R6 産業振興課

農作物生産力強化対策
事業

平成27年度から町単で行ってきた「パイプハウス再生・導入事業」及び、平成28、30年度に町単で行った「野菜等生産力強
化対策事業」ですが、いずれも町単であること及び、対象農家が一緒であること、目的が類似していることから、事業を一本
化し実施する。

R2～R6 産業振興課

野菜等産地力強化支援
事業

生産力の向上や省力化、高品質化などの産地力強化を目的として、機械及び設備の導入を支援することにより、労働力の
軽減及び作付面積の拡大を図る。

R2～R6 産業振興課

水田営農対策事業
田子町水田フル活用ビジョンに基づき、需要に即した米作りの推進と振興作物を通じて、水田農業経営の安定と発展を図
る。

R2～R6 産業振興課

葉たばこ生産振興対策
事業

田子町葉たばこ耕作振興会が行う葉たばこ生産振興対策事業のうち、土壌消毒剤購入等に要する経費に対して助成を行
う。また、県たばこ耕作組合三戸支部の撤退に伴い、活動の衰退が懸念されることから、同会の推進事業に対して助成を行
い、活動を支援する。

R2～R6 産業振興課

農地中間管理事業
平成26年度から実施し、平成27年度、原・飯豊地区がほ場整備をきっかけに本事業を活用した。その結果を受け、当町は
重点対応地域として活動している。今後も継続して、農業委員会と連携を取り、さらに事業活用面積を増やしていく。

R2～R6 産業振興課

中山間地域等直接支払
交付金制度

集落協定組織が農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保する活動に対して、対象農用地面積に基づき交付金を交
付する。

R2～R6 産業振興課

多面的機能支払交付金
制度

活動組織が地域共同で取り組む活動に対して、対象農用地面積に基づき交付金を交付する。 R2～R6 産業振興課

農作物被害対策事業
農作物被害対策として、農業者へ簡易電気柵購入費の一部補助を行い、自己防衛を促す。また、鳥獣被害対策実施隊の
高齢化により年々隊員数が減少しているため、狩猟免許取得及び道具類購入費の一部補助を行い、隊員増加を図る。

R2～R6 産業振興課

たっこにんにく品質向上
対策事業

たっこにんにく生産に係る労働力の軽減や品質の向上、面積の拡大に対して支援をする。 R2～R6 産業振興課

にんにくオリジナル種子
増殖事業

たっこオリジナル品種（種子）を広く生産者へ配布することを目的とする。
町隔離ほ場でオリジナル品種を増殖し、それに係る必要な資機材や労働費等の経費。

R2～R6 産業振興課

農道維持管理事業 広域的な農道等の維持作業業務委託及び施設利用者への砂利等の原材料支給を実施する。 R2～R6 建 設 課

中山間地域総合整備事
業

未整備の農道や水路、集落道等について、総合的な整備を実施する県営事業である。 R2～R6 建 設 課

農業用河川工作物応急
対策等事業

頭首工を改修する県営事業である。 R2～R6 建 設 課

農地防災ダム長寿命化
事業

老朽化した農地防災ダム（夏坂、花木）の施設更新及び堆積土砂浚渫を実施する県営事業である。 R2～R6 建 設 課

農地利用最適化推進事
業

農家の高齢化、担い手付則等により農地の荒廃が進む中で、農業生産の基盤である農地の確保及び有効利用の促進を目
的に、耕作放棄地等の再生作業を行い、農業の発展と経営の安定、環境保全を図る取組に対して支援を行う。

R2～R6 農業委員会

生分解性マルチ促進対
策事業

生分解性マルチを購入した方を対象として、環境・省力化対策に要する経費の1/3以内の助成を行う。
これまでは、葉たばこのみを対象としてきたが、広く普及させ、省力化対策として実施していくため、野菜に活用した方も対
象とする。

R2～R6 産業振興課

農業用廃プラスチックリ
サイクル推進対策事業

　八戸農業協同組合が事業主体となって実施しているが、農家から排出される農業用廃プラスチックの適正処理を図るた
め、運搬経費の一部を補助する。

R2～R6 産業振興課

農地土壌診断経費助成
事業

　作物に適した土壌環境の整備と過度な肥料施肥を防ぐことによる農業経費の削減を図るため、八戸農業協同組合（田子
営農センター）等が行う土壌診断に対し、農家負担の一部補助を行う。

R2～R6 産業振興課

農業の担い手
対策

農業次世代人材投資事
業

経営開始直後の新規就農者に対して、資金を交付する。 R2～R6 産業振興課

農業チャレンジ支援事
業

農業技術や作業の省力化に向けた栽培技術、新規作物栽培に係る経費について支援し、それで得た技術及び栽培方法を
町内へ普及させるとともに、新たな担い手としての育成を行う。また、関係機関と協力し、現地での指導も実施する。

R2～R6 産業振興課

たっこにんにくブランド
管理対策事業

・たっこにんにく産地力強化戦略の策定及び実践
・たっこにんにく認証マークの活用及びたっこにんにくイメージキャラクター活用によるプロモーション活動
・美六姫ブランド化へ向けた調査研究
・にんにく資料館設立に向けた調査研究

R2～R6 産業振興課

町有林造林単独事業
　町有林の整備については、下刈、間伐作業等の保育管理を計画的に実施する。また、伐期を迎える町有林に関しては、
利用間伐を実施する。

R2～R6 産業振興課

青森水源林造林事業 森林の保育作業等を、計画的かつ適切に実施する。 R2～R6 産業振興課

連携中枢都市圏連携事
業(漆産業振興事業)

令和元年度からは、ウルシの苗木購入に対する補助(300円/本)を実施している。 R2～R6 産業振興課

林道維持管理事業 町管理林道の維持作業業務委託及び施設利用者への砂利等の原材料支給を実施する。 R2～R6 建 設 課
小規模治山事業 根渡地区及び中平地区について、県補助金を活用し治山工事を実施する。 R2～R3 建 設 課
林道改良事業 林道嘉沢関線について、県補助金を活用し改良工事を実施する。 R2～R3 建 設 課
林道災害復旧事業 林道朝日奈線について、県補助金を活用し災害復旧工事を実施する。 R2 建 設 課

森林の多面的
機能の活用

森林資源活用事業
田子町は全体面積の８割が森林でありながら、木材の利用法は他の地域と全く同じ状況であるため、森林資源検討委員会
を設立し木材の活用方法や今後の事業内容を検討することにより、田子町独自の木材利用法を探し出す。

R2～R6 産業振興課

畜産経営の安
定化と担い手
対策

草地畜産基盤整備事業 農事組合法人和平高原開発農場が、国庫事業を活用して牧場内の草地更新や農業用施設の整備の基盤整備を行う。 R2～R6 産業振興課

田子牛産地形成事業 町内繁殖肥育農家それぞれの飼養頭数の増頭及び品質向上、経営規模の拡大を図るために、必要な支援を実施する。 R2～R6 産業振興課
酪農支援事業 町内酪農経営農家に対して、乳用雌牛増頭及び優良精液購入に係る支援を実施する。 R2～R6 産業振興課

堆肥生産技術普及活動
事業

堆肥利用の輪を拡大し、堆肥販売事業を促すため、必要経費及び活動事業費を実施する。経年劣化している施設及び設
備、附属機械等の更新及び維持補修を実施する。

R2～R6 産業振興課

堆肥舎管理費
堆肥舎の維持管理。各堆肥舎の堆肥を採取し、分析業者へ分析を委託する。分析結果を基に、堆肥の成分向上を図り、優
良堆肥の生産を目指す。また、経年劣化している施設及び設備、附属機械等の更新及び維持補修を実施する。

R2～R6 産業振興課

【施策２】商工観光の振興

個別
施策

中小企業経営安定化対
策事業

田子町特別保証制度により融資を受けた事業者を対象に信用保証料を給付する。 R2～R6 産業振興課

田子町特別保証制度預
託金

町内中小企業の経営安定・事業の活性化を目的に事業資金の円滑な融資を支援する。 R2～R6 産業振興課

田子町商工会運営費補
助

町商工会の運営費のほかフェザン通り商店街の中央駐車場、サンモール田子商店街のにぎわい広場の運営など地域商業
の活性化を支援する。

R2～R6 産業振興課

田子町販路拡大支援事
業

中小企業等が、新たに開発した新技術や新製品または主力製品の販路拡大を支援する。
平成28年度より実施。

R2～R6 産業振興課

事業名 事業概要
事業
期間

担当部署

地域経済の振
興

担当部署事業名 事業概要
事業
期間

農業経営基盤
の強化

土づくり推進
と輪作体系の
確立

農産物の消費
拡大

森林整備の推
進

地域内一貫体
制の推進



地域商業活性化支援事
業

商店街等の活性化を支援するため、プレミアム商品券発行事業や商店街活性化の取り組みを支援する。 R2 産業振興課

担い手の育
成・確保

田子町後継者育成協議
会運営費補助

季節・場面・場所等を考慮しながら、交流会を実施する。 R2～R6 産業振興課

青森県との連携融資事
業

青森県と連携し、創業希望者が有利な条件で資金を調達できるよう以下の事業を実施する。 R2～R6 産業振興課

創業支援事業

「創業塾」開設
創業・経営するうえで、必要な知識を習得できる「創業塾」を開設。
「創業研修支援補助」
創業に必要な技術等を身につけるための支援策として、研修先の斡旋及び研修費補助。　※6ｹ月

R2～R6 産業振興課

ビジネスチャレンジ支援
事業

新商品の開発及び既存製品のブラッシュアップに要する経費を支援する。 R2～R6 産業振興課

地域間交流事業
○他自治体との交流（イベント相互参加）
○サッポロビールホールディングス（株）及びサッポロビール（株）との包括連携協定を軸に、近隣市町村とのイベント等によ
る自治体ＰＲ。

R2～R6 政策推進課

田子町観光協会運営費
補助

観光協会事業の拡充、及びそれに見合った人材・人員数を配置し、観光資源発掘、、観光PRの充実を図る。 R2～R6 産業振興課

にんにくとべごまつり開
催事業

来場者10,000人をいかに楽しませるかに重点を置き、快適に1日を過ごせる環境整備及びイベントを実施する。 R2～R6 産業振興課

田子にんにく収穫祭開
催事業

来訪者をいかに楽しませるかに重点を置き、快適に１日を過ごせる環境整備及びイベントを実施する。 R2～R6 産業振興課

たっこにんにくまつり開
催事業

来訪者をいかに楽しませるかに重点を置き、快適に１日を過ごせる環境整備及びイベントを実施する。 R2～R6 産業振興課

東京田子会交流事業 東京田子会運営費補助及び交流会を実施する。 R2～R6 産業振興課

地域活性化対策事業
（ふるさとまつり）

１月中旬から１０日間開催されるふるさとまつりに、田子町の特産品であるたっこにんにく関連消費の販売と観光PR。 R2～R6 産業振興課

青森人の祭典事業
田子町の特産品や観光施設を情報発信し田子町の魅力を広くＰＲし、関係人口、交流人口を拡大し地域の活性化を図りま
す。

R2～R6 産業振興課

田子町ふるさと大使事
業

「田子町ふるさと大使」を通して田子町の魅力を広くＰＲし、関係人口、交流人口を拡大し地域の活性化を図ります。 R2～R6 産業振興課

ご当地グルメ普及推進
事業

｢田子ニンニク料理推進協議会｣に対する運営費補助
継続的に｢ご当地グルメ｣を町内外に発信していただくための運営費の一部を補助する。

R2～R6 産業振興課

タプコプ創遊村推進事
業

町の観光拠点の一つであるタプコプ創遊村を中心とした大黒森周辺の施設管理や環境整備を行います。 R2～R6 産業振興課

農山漁村振興交付金事
業

国の農泊事業を活用し環十和田湖Gateway構想の推進のため、施設整備事業を活用しながら滞在型観光交流を可能とし
新たな地域の魅力作りを発信しながら関係人口と交流人口の拡大を図ります。

R1-R2 産業振興課

【施策３】６次産業化の推進

個別
施策

地域資源の掘
り起こしと活
用

６次産業化推進事業
町内での新規作物の振興や売れる商品づくりに取り組むなど、６次産業化への機運を高め合い、農業者等の所得向上を目
指します。

R2～R6 産業振興課

地産地消の推
進と販路拡大
の促進

たっこ売り込み事業
たっこにんにくをはじめ、地元食材を使用した新たな食の提案や域内外での販売イベント等を行い、販路開拓及び関係人口
の増加を目指します。

R2～R3 産業振興課

交流人口及び
来訪者の増加

農山漁村振興施設整備
事業

農山漁村施設整備（道の駅）構想の実現に向け、施設用地の選定や実際の運営形態等について具体化を図るとともに、広
く町民に対し情報を提供します。

R2～R6 産業振興課

６次産業化の
担い手の育成

産地直売所を核とした
地域活性化推進事業

農林畜産業者等と消費者の接点をつくり、コミュニケションをとりながら、生産者等の顔の見える取組を進め、将来道の駅及
び直売施設に対応した産直団体の育成・サポートを行うとともに、新たな集荷体制づくりなど実践的活動に対し支援します。

R2～R3 産業振興課

観光資源を活
用した交流人
口の増大

雇用の創出

担当部署事業名 事業概要
事業
期間



基本目標②　みんなが住み続けたいまちづくり
【施策１】地域における安心の確立

個別
施策

防災訓練実施事業 町民や防災関係機関、役場職員による防災訓練を実施することにより防災体制の確認と防災意識の啓発を図る。 R2～R6 総 務 課
消防施設等整備事業 屯所の修繕や消防団備品、消防施設や消防資機材等の更新、配備を計画的に行うことにより消防防災体制の充実を図る。 R2～R6 総 務 課

自主防災組織育成事業
自主防災組織の結成と育成に関する研修会等の開催、新たに結成した自主防災組織に対する防災資機材購入費補助金
の交付、地域の防災リーダー育成を目的とした防災士取得事業補助金の交付等により、町民の防災意識高揚と防災体制
の充実を図る。

R2～R6 総 務 課

防災ハザードマップ作
成事業

洪水による浸水想定区域、土砂災害警戒区域、地震の揺れやすさ等を冊子にまとめた「田子町ハザードマップ」を作成し町
内全世帯へ配布することにより防災意識の高揚と防災体制の充実を図る。

R2～R6 総 務 課

塚ノ上ﾐ地区急傾斜地崩
壊対策総合流域防災事
業

法面工等により傾斜の安定を図る R2～R6 建 設 課

道地地区急傾斜地崩壊
対策事業

法面工等により傾斜の安定を図る R2～R6 建 設 課

消費者行政活性化事業
住民が悪徳商法などの詐欺に合わないため、また、児童・生徒がインターネット・携帯電話（スマートホン）等による被害に合
わないための啓発活動および消費者行政相談

R2～R6 住 民 課

連携中枢都市圏連携事
業(消費者生活相談事

住民が悪徳商法などの詐欺に合わないため、また、児童・生徒がインターネット・携帯電話（スマートホン）等による被害に合
わないための消費者行政相談

R2～R6 住 民 課

交通安全対策事業
三戸地区交通安全協会田子支部、田子町交通安全母の会連合会に補助金を支給する。
また、新入学予定人数の黄色い帽子を購入し、各小学校に町交通安全母の会連合会で購入したランドセルカバーとともに
配布する。

R2～R6 住 民 課

【施策２】総合的な定住施策の推進

個別
施策

地方創生推進交付金事
業（あおもり移住支援
金）

東京２３区から田子町に移住し、青森県が認定する町内又は県内の企業に無期雇用された場合に、移住支援金を交付す
る。

R2～R6 住 民 課

田舎暮らし体験事業 空き家を借り上げし、移住及びシーズンステイ希望者を対象に移住体験住宅を提供する。 R2～R6 住 民 課

若者定住促進住宅等入
居支援事業

若者定住・移住者が賃貸用住宅に入居する場合、家賃の一部を助成するもの。 R2～R6 住 民 課

定住移住促進通勤支援
事業

町内に在住し、町外に就業し通勤する者に対して通勤助成を行う。 R2～R6 住 民 課

田子町若者定住移住就
労者促進奨励金支給事
業

田子町に居住してから３年間、町内外において継続し就労した50歳未満の人に奨励金を支給する。 R2 住 民 課

定住化雇用促進事業
対象雇用者を雇用した後に認定申請し、交付対象に適合している場合、奨励金の交付は雇用した日の属する月から起算し
て１年経過した後1年ごとに年額一括して交付。

R2～R6 住 民 課

入学祝い金支給事業 町内外の小・中学校に新入学する町内に居住する児童生徒の養育者に入学祝い金を支給する。 R2～R6 住 民 課

【施策３】住環境の整備促進

個別
施策

ごみリサイクル推進事
業

青森県の目標（リサイクル率25%）を目指し、行政回収、自治会等の集団回収を実施し、リサイクル率の向上に努める。
リサイクルの拠点としてストックヤード設置に対し設置補助。
ビンの回収量を増やすため、専用コンテナを全戸配布。

R2～R6 住 民 課

「日本で最も美しい村」
連合推進事業

「日本で最も美しい村」連合の活動の推進と、町内における「美しいまちづくり」運動の展開により、地域資源の保護や地域
経済の発展を目的とした活動を推進する。

R2～R6 政策推進課

美しいまちづくり対策事
業

良好な生活環境を確保するため、美しいまちづくりに向けた実践活動を行った自治会へ活動の謝礼金を支払う。また、自治
会における環境美化活動の推進のため、環境美化推進員に謝礼を支払う。

R2～R6 住 民 課

不法投棄対策事業

①不法投棄監視員(県委嘱)のパトロール
②警告看板の設置拡充
③土地所有者への適正管理の指導
④警察との連携による指導

R2～R6 住 民 課

合併処理浄化槽設置事
業

合併処理浄化槽設置者に対して、生活排水を処理し、河川等の水質の保全を図る。 R2～R6 住 民 課

地域生活路線維持対策
事業

民間事業者が運行するバス路線を運行沿線町村が補助しあい、バス路線を維持する。
田子町民の町外への移動（通学、通院、買い物等）の利便性を向上させるため、田子町～八戸市直通（乗継なし）の運行、
田子町内の運賃低廉化、乗継乗車券の販売額の割引を実施する。

R2～R6 住 民 課

総合公共交通対策事業
高齢者・若年者など交通弱者の生活路線バスの確保のため、
コミュニティバスを運行し、移動手段の確保を図る。

R2～R6 住 民 課

若者定住・移住者促進
住宅等整備支援事業

平成２８年から平成３０年迄に、賃貸住宅を新築した者に対し、建築費用の金融機関からの借入金に対し、利息及び固定資
産税について一部助成する。また、個人が平成２８年から平成３０年までに住宅を新築及び改築した者について、建築費用
の金融機関からの借入金に対し、利息の助成をする。

R2～R6 住 民 課

木造住宅耐震診断推進
事業

昭和56年以前に建築された木造住宅について、診断員を派遣し耐震性の調査を実施する。 R2～R6 建 設 課

町営住宅更新事業 町営住宅長寿命化計画を改定し、具体的な更新計画を策定する。 R2～R6 建 設 課

田子町住宅リフォーム
等支援事業

町民の快適な住環境の整備促進とＵＩターンの促進を促すとともに、地域経済の活性化を図るためリフォーム・新築工事に
補助金を交付する。

R2～R6 建 設 課

交通安全交付金事業 交通事故の防止を図るため、区画線や防護柵、カーブミラー等を設置する。 R2～R6 建 設 課

道路施設点検事業
道路利用者及び第三者被害のおそれのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ため、道路附属物や土工
構造物等について健全度の診断を実施する。

R2 建 設 課

七日市矢田郎線整備事
業

七日市矢田郎線について、道路改良工事及び流末排水整備工事を実施する。 R2～R3 建 設 課

舘越線支線一号整備事
業

館越線支線一号について、道路新設工事を実施する。 R2～R3 建 設 課

長畑線整備事業 長畑線について、道路新設工事を実施する。 R2 建 設 課

新田向地区生活道路整
備事業

新田向地区生活道路について、道路改良工事を実施する。 R2～R3 建 設 課

担当部署

担当部署事業名 事業概要

定住者の確保

担当部署事業名 事業概要

事業名

防災力の強化

明るいまちづ
くり

住環境の整備

事業
期間

事業
期間

事業概要
事業
期間



舗装補修事業（長寿命
化計画）

舗装長寿命化計画に基づき、舗装補修工事を実施する。 R2～R6 建 設 課

橋梁維持事業 町道橋について、安全に通行するために維持補修を実施する。 R2～R6 建 設 課

橋梁補修事業（長寿命
化計画）

橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁補修工事を実施する。 R2～R6 建 設 課

橋梁定期点検事業（長
寿命化計画）

道路利用者及び第三者被害のおそれのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ため、橋梁施設の健全度
の診断を実施する。

R2～R6 建 設 課

除雪グレーダ更新事業 平成13年度に導入した除雪グレーダが老朽化し、維持費が増大していることから更新するものである。 R3 建 設 課
防雪柵設置事業 冬期間の通行確保のため、防雪柵を設置する。 R3 建 設 課

協働のまちづ
くり推進

協働のまちづくり推進事
業

〇協働のまちづくり町民会議の開催
〇協働のまちづくり活動支援事業（補助金）
〇地域担当職員制度（行政配布物の配布、情報収集及び提供・伝達、助言等）
〇まちづくり出前講座
〇まちの仕事帳（予算説明書）の発行

R2～R6 政策推進課



基本目標③　結婚から始まる子育て総合支援
【施策１】結婚支援

個別
施策

結婚祝い金支給事業
夫婦１組につき８万円（しあわせ４＋４）を支給する。さらに子どもを扶養することとなった場合には、１人につき４万円を加算
する。

R2～R6 住 民 課

同窓会等支援事業
同窓会をきっかけとした男女の出会いを創出するため、町内の小学校、中学校の卒業生などの単位で開催される同窓会に
対し助成をする。また、縁結びプランナーが同席するお見合いについても参加者に助成する。

R2～R6 住 民 課

縁結びﾌﾟﾗﾝﾅｰ登録及び
報奨金支給事業

平成27年度から縁結びプランナー登録を開始。縁結びプランナーは町内に在住する20歳以上の者が登録している。また、
プランナーの縁結びにより、結婚まで至った場合は報奨金を支給（婚姻の届け出がされた場合、夫婦１組につき１０万円）す
る。

R2～R6 住 民 課

【施策２】結婚支援

個別
施策

母子の健康確
保

妊婦委託健康診査事業 ・妊婦健康診査費用助成（無料券１４回分発行） R2～R6 地域包括支援課

特定不妊治療
助成

特定不妊治療助成
青森県不妊治療費助成事業の認定を受け,夫婦ともにまたは夫婦いずれかの一方が田子町に住所を有している者に対し、
県で取り組んでいる助成に上乗せし、不妊治療助成を行う。

R2～R6 住 民 課

【施策３】地域ぐるみの子育て支援

個別
施策

高校入学祝い金支給事
業

令和２年度の田子高校生徒の募集停止を受け、町外の高校へ通学（下宿等）する新入生家庭へ、入学祝い金を支給する。 R2～R6 教 育 課

学童保育運営事業（3施
設）

年間250日以上事業を実施し、放課後の子どもの居場所を確保する。 R2～R6 住 民 課

子育てサロン運営事業
すくすく館で実施。子育てについての悩みや相談を交換し合って、情報の共有、提供、助言その他の援助を行うもの。運営
は社会福祉協議会に委託して実施する。

R2～R6 住 民 課

子ども医療費助成事業 町内に住所を有する小学生、中学生、高校生までの年齢について医療費助成（無償）を行う。 R2～R6 住 民 課
乳幼児医療費助成事業 ０歳から就学前の児童の保険対象内の治療について、医療費（通院・入院）の助成をする。(青森県の補助事業) R2～R6 住 民 課

特別保育事業
国・県の「子ども・子育て支援事業」に基づき、2保育園が実施する延長保育事業の実施(委託事業)及び田子保育園・広域
入園の幼稚園が実施する一時預かり保育事業、病後児保育に補助する。

R2～R6 住 民 課

保育料軽減事業 保育料の1/3を軽減（０～２歳児）し、給食費（３～５歳児）の1/3助成を助成する。 R2～R6 住 民 課

チャイルドシート貸付事
業

使用しなくなったチャイルドシートを、町が譲渡する人との仲介役となり、必要とする人への情報を提供する。 R2～R6 住 民 課

小中学校スクールバス
運行事業

コミュニティバス運行と併せて、町内小・中学生の通学手段の確保。 R2～R6 教 育 課

学校施設空調設備整備
事業

上郷小・清水頭小・田子中の保健室へエアコン設置を設置する。 R2～R6 教 育 課

学校給食賄材料費
給食での地元産品の活用、郷土食、行事食などを通じ、生涯にわたる食育の基礎となる給食の大切さを指導･推進し、楽し
い食事となるよう、笑顔が見えるおいしい給食を提供する。

R2 学校給食センター

中高一貫教育の推進 田子高校の特色化①各種検定料の助成②英語宿泊研修③町外から通学する生徒に対して交通費の支援を行う。 R2～R6 教 育 課

特別支援教育支援員配
置事業

障害のある児童生徒に対し、食事、排泄、教室の移動補助等、学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障害の
児童生徒に対し学習活動上のサポートを行ったりする。

R2～R6 教 育 課

田子高校郷土芸能部支
援事業

生徒及び引率者の交通費及び宿泊費を助成する R2～R6 教 育 課

中学生海外派遣事業
中学校第２学年の生徒を対象に平成１４年度から、ギルロイ市へ子どもたちによる交流と国際理解教育及び英語による実
施的コミュニケーション能力の育成のため、実施している。
　研修日程、ホームステイ先等調整を含め、田子町にんにく国際交流協会への補助事業として実施している。

R2～R6 教 育 課

外国青年招致事業
（ALT）

外国語指導助手（ALT）の配置は、昭和６３年度から継続して実施している。学校では、英語科授業の補助として英会話能
力の向上に大きく寄与している。
通常、各小･中学校へ英語講師として出向いているほか、町事業での通訳の役割を果たしている。

R2～R6 教 育 課

英語塾実施事業 中学生高校生に対する英検対策に特化した英語塾への講師派遣、幼稚園における英会話教室を実施する。 R2～R6 教 育 課

県中体連等派遣補助事
業

中学校のスポーツ、文化部活動や、スピーチコンテンスト等への参加活動を支援するもの。部活動等の支援については、後
援会が事業予算を計上しており、町では後援会に対し大会参加のための交通費及び宿泊費、参加費を補助金として交付し
ている。

R2～R6 教 育 課

教育振興事業
町学校教育活動及び社会教育活動の推進母体である町 待ち教育振興会（学校教職員・社会教育団体・一般賛同者にて構
成）を支援し、持って町教育振興の充実に資する。
児童生徒の健康教育充実のため学校保健委員会活動の支援、活動の充実を図る。

R2～R6 教 育 課

全国大会出場奨励事業 全国（東北）レベル大会に参加する児童生徒及び引率者の交通費及び宿泊費等の助成 R2～R6 教 育 課
検定支援事業 小中学生の英語検定の検定料の助成。Ｒ１年度からは、英検の他に、漢字検定も助成対象とする。 R2～R6 教 育 課

図書館子育て支援事業

●ブックスタート事業：4ヶ月児の赤ちゃんと保護者対象
●セカンドブック事業：3歳6ヶ月児の赤ちゃんと保護者対象
せせらぎの郷で毎月実施される、乳児健診・こども健診の待ち時間に事業の説明をし、絵本をプレゼントする。図書館内の
子育て支援コーナーもＰＲする。

R2～R6 図 書 館

担当部署

担当部署事業名 事業概要

担当部署事業名 事業概要

事業名

結婚支援

教育環境の充
実

事業
期間

事業
期間

事業概要
事業
期間

子育て家庭支
援



基本目標④　町民だれもが活躍できる社会づくり
【施策１】健康づくりの推進

個別
施策

食生活改善事業
乳幼児健診や健診結果説明会、講習会、栄養教室において、調理実習や１食500㎉で塩分2ｇの試食、野菜350ｇの提示を
通して、減塩の必要性や野菜の健康効果について説明する。

R2～R6 地域包括支援課

健康宣言推進事業

・町民が、１年間取り組む健康活動を宣言する。町で行われている健康づくり事業や健診などへの参加を促すため、ポイント
カードに捺印し、抽選会への参加や、記念品などを贈呈する。
・県の健やか隊員事業に参加した隊員が、町内で情報発信できる場を設ける（家庭内だけでなく、自治会内や職場内などを
想定）

R2～R6 地域包括支援課

スポネットたっこへの支
援

事務局支援《事務局長(1)、事務局員(2)》
【スポネットたっこ】
　町民の誰もがそれぞれの体力や年齢、技術、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツに親しむこと
ができる環境づくりと、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的として、競技スポーツククラブ運営、生涯スポーツク
ラブ運営を行う。

R2～R6 教 育 課

町民運動会 スポーツや運動に親しみ地域の融和や世代間交流を深めることを目的に開催。企画・運営全般を行う。 R2～R6 教 育 課

県民駅伝補助事業

青森県民駅伝競走大会田子町実行委員会への運営費補助及び事務局支援
【青森県民駅伝競走大会】
　青森県民の一体感を盛り上げ活力ある県勢の発展とスポーツの振興を図ることを目的とした県内全市町村参加による駅
伝競走大会。

R2～R6 教 育 課

チャレンジデー事業

実行委員会を組織し、企画・運営を行う。自治会チャレンジとして、参加率等の向上を目的に優良自治会を表彰する。
【チャレンジデー】
　日常的なスポーツの習慣化に向けたきっかづくりやスポーツによる住民の健康づくり、地域の活性化を目的とした住民総
参加型イベント。毎年５月の最終水曜日に実施。

R2～R6 教 育 課

【施策２】高齢者の生きがいづくり

個別
施策

敬老会開催事業 ７５歳以上の高齢者が1つの会場に会し、長年にわたる社会貢献と長寿をお祝いする。 R2～R6 住 民 課
敬老祝金 敬老祝金として1人１００，０００円を支給する。 R2～R6 住 民 課
老人クラブ助成事業 運営費を補助する。 R2～R6 住 民 課

ほのぼのコミュニティ２１
推進事業

地域の自治会等の協力員の協力のもと交流活動、連絡会、研修会等を通して、地域における高齢者世帯等の見守り活動
を支援する。

R2～R6 住 民 課

①福祉有償運送事業
②町福祉有償運送事業
助成金

①田子町社会福祉協議会で実施する福祉有償運送事業の補助する。
②町外の医療機関を発着とした転院や施設入所において福祉タクシーを利用した際の移動経費の一部を助成する。

R2～R6 住 民 課

地域支援事業
地域支援事業は介護保険の介護予防事業で、要支援及び要介護認定で非該当とされた方も利用できる。事業目的は、早
い段階から高齢者ができる限り自立した生活を送れるように支援することで、要支援や要介護状態の予防及びその重度化
予防と改善を図るためである。

R2～R6 地域包括支援課

【施策３】地域医療、介護サービスの充実

個別
施策

保健医療福祉の推進事
業

①町の地域福祉計画、障害者計画、障害福祉計画、子ども・子育て支援事業計画の策定
②地域の保健、医療、福祉に関わる諸施策の協議等

R2～R6 住 民 課

糖尿病性腎症重症化予
防事業

専門業者へ委託し、被保険者全体の医療費分析を行い、糖尿病患者を抽出し保健指導までを行う。 R2～R6 住 民 課

連携中枢都市圏連携事
業(障害)

障害支援区分判定審査会の開催を委託する。
発達障がい合同研修会を開催する。

R2～R6 住 民 課

介護職員の人
材確保

資格取得支援事業 介護職員初任者研修の金銭的支援 R2～R6 地域包括支援課

安心して受け
られる医療の
確保

担当部署

担当部署事業名 事業概要
事業
期間

高齢者の生き
がい活動支援

担当部署事業名 事業概要

健康寿命の延
伸に向けた施
策充実

活気のあるス
ポーツ・レクリ
エーション活
動の創出

地域における
介護予防活動
の充実

事業
期間

事業名 事業概要
事業
期間
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